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競争参加者の資格に関する公示

沖縄総合事務局開発建設部が発注する｢石垣港(新港地区)新港防波堤築造工事｣及び｢石垣港

(新港地区)新港防波堤築造工事(第２次)｣は単体有資格業者等及び特定建設工事共同企業体に

よる一般競争により行うこととしたので当該共同企業体の資格審査申請の受付の期間及び方

法等を次のとおり公示します。

なお、本公示に記載の工事は、技術資料を共通化できる２件の工事を対象に、一括して公

告し、審査を実施する試行工事である。

令和３年３月26日

沖縄総合事務局開発建設部長

中島 洋

１．工 事 名 ①石垣港(新港地区)新港防波堤築造工事

②石垣港(新港地区)新港防波堤築造工事(第２次)

２．工事場所 ①②沖縄県石垣市南ぬ浜町地先

３．工事内容 ①②共通工、基礎工、被覆・根固工

４．工事区分 港湾土木工事

５．資格審査申請書の受付期間及び受付場所

(1) 受付期間

令和３年３月29日(月)から令和３年４月19日(月)までの土曜日、日曜日及び祝日を除

く毎日９時00分から17時15分まで

(2) 受付場所

〒900－0006 沖縄県那覇市おもろまち２丁目１番１号

沖縄総合事務局 開発建設部 管理課 契約管理係 TEL 098-866-0031(内線2541)

６．共同企業体の構成員の数、資格要件等

(1) 構成員の数

２社とする。
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(2) 構成員の組合せ

当局による一般競争参加資格のうち｢港湾土木工事｣に係る競争参加資格を有する者の

組合せとする。

(3) 構成員の資格要件

すべての構成員が、本工事に係る入札公告に定められた｢競争参加資格｣に掲げる条件

を満たす者とする。

(4) 出資比率

構成員の数が２社の場合

すべての構成員が、30％以上の出資比率でなければならない。

(5) 代表者の要件

代表者は、より大きな施工能力を有し、かつ、出資比率が構成員中最大であるものと

する。

(6) 有効期間

特定建設工事共同企業体の有効期間は、次の各号に掲げる者の区分に応じ当該各号に

定める期間とする。

① 発注工事の契約の相手方となった者

競争参加資格が有ると認定した時から工事の請負代金の完成払をした時まで

② 発注工事の契約の相手方とならなかった者

競争参加資格が有ると認定した時から契約の相手方が確定した時まで

７．資格審査申請書類

(1) 一般競争(指名競争)参加資格審査申請書

(2) 共同企業体等調書

(3) 経審結果通知書の写し

※令和３・４年度の競争参加資格審査の申請において用いたものに限る。

(4) 共同企業体協定書の写し

８．資格審査結果の通知

資格審査の結果は、特定建設工事共同企業体資格認定通知書により通知する。

９．その他
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(1) 共同企業体の名称は、｢○○○・△△△(会社名等)特定建設工事共同企業体｣とする。

(2) 共同企業体の資格審査申請をする者は、併せて支出負担行為担当官沖縄総合事務局開

発建設部長 中島 洋 が公告する入札参加資格の認定を受けること。

(3) 本公示の複数の工事に特定建設工事共同企業体として参加希望する場合の申請書は、

希望する工事ごとに提出すること。

(4) 申請手続について不明な点があれば、次に照会すること。

５．(2)に同じ


